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空港の整備等に関する行政評価・監視の勧告に基づく改善措置状況（その後）の概要 

 
 
【調査の実施時期等】 
 １ 実施時期   ：平成 11 年８月～13年５月 
 ２ 調査対象機関 ：内閣府、国土交通省、空港設置・管理者（特殊法人、地方公共団体等）、航空運送事業者等 
 
【勧告日及び勧告先】 平成 13 年５月 24 日、内閣府及び国土交通省に対し勧告 

 

【回答年月日】    内 閣 府 平成 14 年３月 28日 
           国土交通省 平成 14 年３月 27日 

 

【その後の改善措置状況に係る回答年月日】  内 閣 府 平成 15 年４月 30日 
                      国土交通省 平成 15 年４月 30日 

 
【行政評価・監視の背景事情】 
 
○  厳しい財政事情の下、空港整備を含む公共事業について、重点的かつ効果的実施が求められており、事業の採択時等において、その必要性等の観 
点からの的確な評価が必要。このため、空港整備事業の採択時の評価の基となる需要予測の精度の一層の向上、費用対効果分析の的確な実施が必要 
また、評価の透明性等の確保のため需要予測の方法の公開等が必要 

○ 本行政評価・監視は、空港の整備等に関する行政運営の実態について調査し、関係行政の改善に資するため実施 
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主 な 勧 告 事 項 関係府省が講じた改善措置状況 
１ 効率的かつ効果的な空港整備等 
（１）需要予測の精度の一層の向上及び透明性の確保 
（勧告） 
○ 空港の需要予測の方法について、次の事項を検討の上、留意すべき事

項を取りまとめ、これを事業主体に示すこと。 
  ⅰ）地域間旅客流動量について、需要予測を実施する空港によって予測

結果が大きく異なることがないようにするための予測方法に係る基本

的事項  
  ⅱ）地域内における自空港勢力圏への地域間旅客流動量の配分や航空分

担率の算定等、地域の特性を考慮した指標、基礎データ及び前提条件

を選定して予測が行われる事項について、当該指標等の選定根拠の明

確化、予測手法の信頼性の検証等のために必要な事項 
  また、空港勢力圏が相当程度重複すると考えられる複数の空港が整備

される場合においては、地域内の他空港及び地域全体の需要の見込みを

明らかにすることとし、この点についても事業主体に示すこと。 
（説明） 
○ 需要予測の方法については基準は特に定められていないが、一般的には、い

わゆる「４段階推定法」が用いられている。 
○  新設あるいは滑走路延長事業を実施し平成元年度以降 10 年度までに供用開
始した空港で、需要予測値と利用実績値の対比が可能な 15 空港のうち９空港

で実績値が予測値を下回り、うち４空港では予測値の半分以下の実績 
 

  →：「回答」時に確認した改善措置状況 

   ⇒：「その後の回答」時に確認した改善措置状況 

  

→○ 空港の需要予測の方法については、勧告の趣旨を踏まえ、国内航

空需要予測の一層の精度向上のために留意すべき事項を取りまと

めた「国内航空需要予測の一層の精度向上について」（平成 13 年 12

月 25 日付け航空局長決定。以下「留意事項」という。）を定め、今

後はこれに基づき需要予測を実施することとした。 
  当該留意事項においては、国内航空旅客の需要予測方法について、

①国内旅客総流動量、②地域別旅客流動量、③地域間旅客流動量（都

道府県間及び都道府県を細分化した地区間）、④機関分担交通量（航

空分担率）の各段階に分けて予測を行うこととし、需要予測を実施

する空港によって予測結果が大きく異なることがないよう地域間旅

客流動量の予測方法に係る基本的な事項を定めるとともに、地域の

特性を考慮した指標、基礎データ及び前提条件を選定して予測が行

われる事項については、当該指標等の選定根拠の明確化、予測手法

の信頼性の検証等のために必要な事項を定めたところである。また、

自空港又は近接する他空港が新設される場合の需要予測において

は、自空港及び近接する他空港の総需要を算定の上、予測結果の妥

当性の確認を行うこととした。 
  また、各地方公共団体に対しては、「今後の需要予測の実施につい

て」（平成 13年 12 月 25 日付け国空計第 81号航空局飛行場部計画 
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主 な 勧 告 事 項 関係府省が講じた改善措置状況 
（地域間旅客流動量の予測） 
・ 同一時期に予測したにもかかわらず、同一の都道府県間の旅客流動量の予

測値が、予測を実施した空港によって大きく異なっている例あり 
（航空分担率の予測） 
・ 空港勢力圏の細分を行わず空港勢力圏内の中心都市のみで予測し、当該中

心都市が空港近接地であるために、結果的に、空港勢力圏を細分した地区別

に予測した場合に比較して高い航空分担率が適用されているとみられる例

あり 
・ 航空旅客数の把握範囲に対し鉄道旅客数の把握範囲が狭いため、算出され

た航空分担率実績値は実際より高い値となっているとみられる例あり 
○   他の空港と空港勢力圏が相当程度重複すると考えられる空港が整備される
場合、空港整備の必要性の評価においては、当該空港の需要のみならず、地域

内の他空港及び地域全体の需要の見込みが明らかである必要あり。しかし、地

域内の他空港及び地域全体の需要の見込みが明らかにされている例なし 
 
（２）空港整備事業の評価の的確な実施 
（勧告） 
○ 供給者便益の計測において、管制等業務及び気象等業務に係る収入及

び費用の増加額を参入するよう、費用対効果分析マニュアルを見直すこ

と。 
  併せて、空港管理業務、管制等業務及び気象等業務について、費用対

効果分析の対象空港ごとに供給者便益の計測に必要な費用を整理・集計

課長通知」という。）により、上記留意事項を示した。 
⇒〇 平成 14 年３月に航空旅客需要予測モデルの開発に関する調査研

究報告書を取りまとめ公表するとともに、交通政策審議会における

航空需要予測の審議にその成果を活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→○ 空港整備事業の評価については、勧告の趣旨を踏まえ、「空港整備

事業の費用対効果分析マニュアル 1999」（以下「マニュアル」とい

う。）を平成 14年度中に改訂するべく、13 年９月以降、学識経験者

等から成る空港整備事業の総合的・体系的評価に関する調査委員会

（以下「委員会」という。）を開催して検討を進めているところ 
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主 な 勧 告 事 項 関係府省が講じた改善措置状況 
し、把握すること。 

（説明） 
○ 国土交通省は、平成 11 年度に空港整備事業の採択時等の評価の一要素であ

る費用対効果分析マニュアルを策定 

・ 費用対効果分析マニュアルでは、供給者便益（空港整備により空港管理者等が

受ける増収の便益）の計測において、空港の運営上必要不可欠な管制等業務及

び気象等業務に係る収入及び費用の増加額を参入するものとされておらず、

不十分 
  
 
 
 
（３）重点的かつ効果的な空港整備等 
（勧告） 
 ○ 今後、計画又は検討されている空港整備事業の採択に当たり、空港の

新設等については、首都圏の空港の発着枠の拡大見込み及び近隣空港の

運航便数に十分配意して行うこと。  
（説明） 
○  昭和 42年度以降空港整備５箇年計画を策定するとともに、45 年度に空港整

備特別会計を創設し、着陸料等を原資として空港整備事業を推進 

○ 空港整備特別会計については、近年、一般会計からの受入れの額が増加して

おり、一層事業の重点化・効率化が求められる状況 

   その中で、供給者便益の計測において、管制等業務及び気象等業

務に係る収入並びに費用の増加額を新たに算入するとともに、併せ

て、空港管理業務、管制等業務及び気象等業務について、費用対効

果分析の対象空港ごとに供給者便益の計測に必要な費用を整理・集

計する方向で検討中 
⇒〇 委員会における検討の結果に基づき、平成 15 年３月にマニュアル

の一部を改訂したところであり、その旨を 15 年４月１日付けで地

方公共団体等に対し通知した。 

   新たなマニュアルでは、空港管理業務、管制等業務及び気象等業

務について、費用対効果分析の対象空港ごとに供給者便益の計測に

必要な費用を参入することとしており、今後は、費用対効果分析の

際に、これを整理・集計し、把握することとなる。 
 
 

→○ 空港整備事業については、国土交通省としての公共事業改革への

取組方針を示した「国土交通省における公共事業改革の取組」（平

成 13年６月 21日）において、大都市圏拠点空港の整備を最優先と

し、今後の地方空港の新設については離島を除き抑制することとし

たところ 

また、今後の空港整備事業の採択に当たっては、勧告の趣旨を踏

まえ、首都圏の空港の発着枠の拡大見込み及び近隣空港の運航便数

に十分配意して行うこととする。 
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主 な 勧 告 事 項 関係府省が講じた改善措置状況 
・ 空港の新設事業の採択に当たり、当該事業の検討当時、需要に影響を与え

たとみられる要素を取り込んだ需要予測の方法が確立されていなかったこ

と等から、これを勘案できなかった例あり。しかし、近年、当該要素を予測

に取り込むことが可能となりつつあり、今後の空港の新設等において、この

ような要素に十分配意することが必要 
 ・ 空港新設時の検討では東京国際空港等との間の路線で多くの需要を予測し

ていたが、東京国際空港等への便数を当初想定したとおりに確保できず、さ

らに近隣空港の方が運航便数が多く、このようなことが要因の一つとなっ

て、実績が予測を下回ることとなったと考えられる地方公共団体管理空港の

例あり。近年、国管理空港では運航便数の要素を予測に取り込む等の状況あ

り 
 
２ 航空保安無線施設の効果的整備 
（勧告） 
① ＶＯＲと併設されている空港用ＮＤＢについては、航行の安全に支障

がない場合には廃止すること。 
② 滑走路の双方向にＩＬＳを設置することにより運航の円滑化及び安全

性の向上に効果が見込まれる空港については、ＩＬＳの増設を検討する

こと。 
（説明） 
①  ＮＤＢ（無指向性無線標識施設）とＶＯＲ（超短波全方向無線標識施設）は同様の

用途（空港への着陸方式、航空路の設定等）に利用。ＮＤＢはＶＯＲに比べて測定

⇒〇 学識経験者等から成る空港整備プロセス研究会が、平成 15 年３

月に取りまとめ公表した「一般空港の滑走路新設または延長事業に

係る整備指針（案）」（平成 15 年度試行予定）において、中長距離

国際線の就航を目的として滑走路の新設・延長事業を行おうとする

場合は、対象中長距離国際線の需要見通し、対象路線の開設等の見

通しを評価 
 
 
 
 
 
 
 

 

→① ＮＤＢの廃止については、勧告の趣旨を踏まえ「ＮＤＢ（無指向

性無線標識施設）の廃止計画について」（平成 13年６月 26日付け国

空保第 28号航空局管制保安部長通知）を定めたところ 

その中で、フェーズⅠ計画として、平成 18 年度までに 26 局を廃

止することとした。フェーズⅠ計画は、ＶＯＲの性能向上、定例的

な空中線点検の見直しを行ったこと等を背景として、ＶＯＲと併設

されているＮＤＢの中から、安全性、運航上の支障等について検討

し、併せてユーザー（航空会社等）の意見も踏まえ、廃止可能なも
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主 な 勧 告 事 項 関係府省が講じた改善措置状況 
精度が低く、ＶＯＲが無線標識施設の中心的な役割 

・ 調査した 31 空港中、20 空港においてＶＯＲとＮＤＢ（24 施設）が併設。

これらのＮＤＢの多く（15 施設）は、ＶＯＲと同様の用途のものであること

などから存置の必要性が乏しい。 

② 着陸機数が多く悪天候時においても航空機の円滑な運航の確保が必要な空

港の中には、滑走路の双方向にＩＬＳ（計器着陸装置）が設置されているものあ

り（４空港） 

・ 現在ＩＬＳが設置されていない滑走路方向へのＩＬＳの増設を行うことに

より、気象に起因して多数発生している欠航あるいは離発着の遅れの解消が

可能な空港の例あり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のを廃止することとしたもの 
さらに、フェーズⅠ計画に引き続き、フェーズⅡ及びⅢ計画により、

全地球的航法衛星システム（ＧＮＳＳ）の導入等を背景として、航空

の安全に支障を与えない範疇で漸次廃止する予定 
  なお、ＮＤＢは、平成９年度から機器更新を行わないこととしてい

る。 
⇒① 平成18年度までに廃止する計画の26局のうち、13年度は２施設、

14 年度は５施設をそれぞれ廃止 

→② 双方向ＩＬＳの設置については、新千歳空港、新東京国際空港及

び関西国際空港において既に運用に供されているところであるが、

これに加え、現在、中部国際空港及び福岡空港において整備を進め

ているところ 
また、その他の空港における双方向ＩＬＳの設置についても、勧

告の趣旨を踏まえ、障害物件の状況、空域確保の可能性、用地買収

に係る費用等の整備費、最低気象条件の改善効果等について調査し、

費用対効果分析を進め、その可能性について検討することとする。 
⇒② 福岡空港において整備中のＩＬＳについては、平成 15 年度末に

供用を開始する予定  
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主 な 勧 告 事 項 関係府省が講じた改善措置状況 
３ 保守管理業務の合理化・適正化 
（勧告） 
○ 管制技術業務については、保守対象施設数が一定数を超えた場合ある

いは特定の保守対象施設が整備された場合には一律に増員することとし

ている施設規模要員の配置基準の考え方を業務実施方法及び業務量を勘

案したものとなるよう見直し、適正な要員配置を図ること。 
（説明） 
○ 全国 94 空港のうち 53 空港の空港事務所等に航空管制技術官を配置（平成 11

年度末現在計 1,180 人） 

保守対象施設が一定数を超えた場合などは航空管制技術官を一律に増員す

る基準 

・ 各時間帯とも同数の要員が配置される 24 時間運用空港の中には、昼夜間

帯に集中実施している点検業務を深夜帯にも実施することにより、保守対象

施設が一定数を超えたとしても必ずしも基準どおりに増員を行わなくとも

業務の遂行が可能な例等あり 

 

 

→○ 管制技術業務については、勧告の趣旨を踏まえ、保守対象施設が

一定数を越えた場合あるいは特定の保守対象施設が整備された場合

に一律に増員することとしている施設規模要員の配置基準の考え方

を検討し、適正な要員配置となるよう見直しを実施 

⇒〇 見直しの結果、平成 14年度においては、大阪国際、名古屋及び福

岡の各空港事務所の施設規模要員について、次のとおり措置 

ア） Ａ／Ｇ・ＲＣＡＧ等（対空通信施設）について、それぞれ２人（計

６人）の要員を配置しないこと。 

イ） 管制卓について、それぞれ１人（計３人）の要員を配置しないこと。 

ウ） ＡＳＤＥ（空港面探知レーダー）について、それぞれ１人（計３人）

の要員を配置しないこと。 

また、これらの空港事務所における第２ＡＳＲ／ＳＳＲ（空港監

視レーダー／二次監視レーダー）については、平成 15 年度からそ

れぞれ１人（計３人）の要員を配置しないこととしたほか、ＡＰＩ

Ｄ（航空機位置情報装置）整備空港（帯広、秋田、富山、岡山、奄

美、松山及び石垣）については、14 年度からそれぞれ１人（計７

人）の要員を配置しないこととした。 

なお、ＰＡＲ（精測進入レーダー。増員基準２人）については、

引き続き検討中 
 


